
第

六

百

四

十

二

号

令

和

七

年

十

二

月

二

日

(

火
曜
日)

目

次

告

示

○
医
療
扶
助
又
は
医
療
支
援
給
付
の
た
め
の
医
療
担
当
機
関
の
指
定

(

地
域
福
祉
課)

五
〇
三
ペ
ー
ジ

○
医
療
扶
助
又
は
医
療
支
援
給
付
の
た
め
の
指
定
訪
問
看
護
事
業
者
等

の
指
定

(

同

)

五
〇
四

○
指
定
医
療
機
関
の
廃
止
の
届
出

(

同

)

五
〇
四

○
指
定
訪
問
看
護
事
業
者
等
の
所
在
地
等
の
変
更
の
届
出

(

同

)

五
〇
四

○
医
療
機
関
の
指
定
辞
退

(

同

)

五
〇
五

○
介
護
扶
助
又
は
介
護
支
援
給
付
の
た
め
の
居
宅
介
護
事
業
者
等
の
指

定

(
同

)

五
〇
五

○
指
定
介
護
機
関
の
名
称
等
の
変
更
の
届
出

(
同

)

五
〇
六

○
道
路
の
区
域
変
更

(

道
路
維
持
課)

五
〇
六

○
土
砂
災
害
警
戒
区
域
の
指
定
解
除

(

砂

防

課)

五
〇
七

○
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
の
指
定
解
除

(

同

)
五
〇
七

○
土
砂
災
害
警
戒
区
域
の
指
定

(

同

)
五
〇
七

○
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
の
指
定

(

同

)

五
〇
七

○
高
山
都
市
計
画
道
路
事
業
の
認
可

(

都
市
整
備
課)

五
〇
八

○
身
体
障
害
者
福
祉
法
に
基
づ
く
医
師
の
指
定

(

身
体
障
害
者
更
生
相
談
所)

五
〇
八

公

示

○
県
営
土
地
改
良
事
業
計
画
の
決
定

(

農
地
整
備
課)

五
〇
八

○
県
営
土
地
改
良
事
業
計
画
の
変
更

(

同

)

五
〇
九

○
土
地
改
良
区
役
員
の
退
任
及
び
就
任

(

西
濃
農
林
事
務
所)

五
〇
九

告

示

岐
阜
県
告
示
第
四
百
八
十
九
号

生
活
保
護
法(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号)

第
四
十
九
条
及
び
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑

な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る

法
律(

平
成
六
年
法
律
第
三
十
号)

第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活

保
護
法
第
四
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
医
療
扶
助
又
は
医
療
支
援
給
付
の
た
め
の
医
療
を
担
当
さ
せ
る
機

関
と
し
て
次
の
も
の
を
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
五
十
五
条
の
三
及
び
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰

国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律

第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法
第
五
十
五
条
の
三
の
規
定
に

よ
り
告
示
す
る
。

令
和
七
年
十
二
月
二
日

岐
阜
県
知
事

江

崎

禎

英

名

称

所

在

地

指

定

年

月

日

う
え
だ
内
科
ク
リ
ニ
ッ
ク

中
津
川
市
落
合
七
四
一
―
一

令
和

七
・
一
一
・

一

中
津
川
片
山
皮
フ
科

中
津
川
市
落
合
七
四
一
―
二

同

コ
ス
モ
ク
リ
ニ
ッ
ク

揖
斐
郡
揖
斐
川
町
清
水
一
六
七
三
番
地

の
一

同

う

え

だ

歯

科

中
津
川
市
落
合
七
四
〇
番
地
一

令
和

七
・

九
・
一
六

た
な
か
フ
ァ
ミ
リ
ー
歯
科

羽
島
市
正
木
町
新
井
三
七
五
―
二

令
和

七
・
一
〇
・

一

ア
サ
ヒ
歯
科
医
院

山
県
市
高
富
一
〇
九
〇
―
二

同

あ

お

い

薬

局

恵
那
市
長
島
町
中
野
三
一
三
―
一
二

同
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○

○

岐

阜

県

公

報

毎
週

(

火
曜
日

金
曜
日)

発
行

(

休
日
に
当
た
る

と
き
は
翌
日)

令
和
七
年
十
二
月
二
日



瑞
穂
マ
イ
調
剤
薬
局

瑞
穂
市
馬
場
小
城
町
一
丁
目
七
一
番
二

令
和

七
・
一
〇
・

六

ユ
タ
カ
薬
局
木
戸

大
垣
市
木
戸
町
北
出
四
二
五
番
地

令
和

七
・
一
一
・

一

Ｖ
・
ｄ
ｒ
ｕ
ｇ

中
津
川

落
合
薬
局

中
津
川
市
落
合
七
四
八
―
七

同

ピ
ノ
キ
オ
薬
局

養
老
店

養
老
郡
養
老
町
宇
田
三
九
九
番
地
一

同

岐
阜
県
告
示
第
四
百
九
十
号

生
活
保
護
法(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号)

第
四
十
九
条
及
び
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑

な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る

法
律(

平
成
六
年
法
律
第
三
十
号)

第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活

保
護
法
第
四
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
医
療
扶
助
又
は
医
療
支
援
給
付
の
た
め
の
医
療
を
担
当
さ
せ
る
機

関
と
し
て
次
の
指
定
訪
問
看
護
事
業
者
等
を
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
五
十
五
条
の
三
及
び
中
国
残
留

邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の

支
援
に
関
す
る
法
律
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法
第
五
十

五
条
の
三
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
七
年
十
二
月
二
日

岐
阜
県
知
事

江

崎

禎

英

訪
問
看
護
事
業
者

等
の
名
称

訪
問
看
護
事
業
者
等

の
主
た
る
事
務
所
の

所
在
地

訪
問
看
護
ス
テ
ー

シ
ョ
ン
等
の
名
称

訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ

ン
等
の
所
在
地

指

定

年
月
日

合
同
会
社
ラ
ビ
ッ

ト
ケ
ア

高
山
市
西
之
一
色
町

一
―
一
八
―
一

訪
問
看
護
ス
テ
ー

シ
ョ
ン
ラ
ビ
ッ
ト

ケ
ア

高
山
市
西
之
一
色
町

一
―
一
八
―
一

令
和�･�･�

株
式
会
社
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ
ベ
イ
ス

関
市
鋳
物
師
屋
五
丁

目
四
番
二
五
号

関
ひ
が
し
訪
問
看

護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

関
市
鋳
物
師
屋
三
丁

目
二
番
五
号
一
〇
一

令
和�･��･�

株
式
会
社
ナ
イ
ス

マ
ン

多
治
見
市
宝
町
六
―

一

ケ
ア
リ
ー
ル
訪
問

看
護
ス
テ
ー
シ
ョ

ン

瀬
田

可
児
市
瀬
田
四
六
五

同

株
式
会
社
Ｔ
Ｓ
Ｕ

Ｍ
Ｕ
Ｇ
Ｕ

Ｃ
ａ

ｒ
ｅ

瑞
浪
市�
戸
町
二
二

〇
番
地
の
三

つ
む
ぐ
訪
問
看
護

ス
テ
ー
シ
ョ
ン

瑞
浪
市
北
小
田
町
二

丁
目
一
三
四
瑞
穂
第

三
ビ
ル
二
Ｆ
東

同

岐
阜
県
告
示
第
四
百
九
十
一
号

生
活
保
護
法(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号)

第
五
十
条
の
二
及
び
中
国
残
留
邦
人
等
の
円

滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す

る
法
律(

平
成
六
年
法
律
第
三
十
号)

第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生

活
保
護
法
第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
次
の
指
定
医
療
機
関
か
ら
当
該
指
定
に
係
る
事
業
を
廃
止
し

た
旨
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
五
十
五
条
の
三
及
び
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並

び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
第
十
四
条
第

四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法
第
五
十
五
条
の
三
の
規
定
に
よ
り
告
示
す

る
。

令
和
七
年
十
二
月
二
日

岐
阜
県
知
事

江

崎

禎

英

名

称

所

在

地

廃

止

年

月

日

わ

た

べ

皮

フ

科

各
務
原
市
那
加
北
栄
町
三
九
―
一

令
和

七
・

九
・
三
〇

森

田

医

院

郡
上
市
白
鳥
町
向
小
駄
良
七
四
八
―
一

令
和

七
・
一
〇
・

九

ウ
エ
ダ
歯
科
医
院

中
津
川
市
落
合
七
四
〇
―
一

令
和

七
・

九
・
一
五

ア
サ
ヒ
歯
科
医
院

山
県
市
高
富
一
〇
九
〇
―
二

令
和

七
・

九
・
三
〇

た
な
か
フ
ァ
ミ
リ
ー
歯
科

羽
島
市
正
木
町
新
井
三
七
五
―
二

同

あ

お

い

薬

局

恵
那
市
長
島
町
中
野
三
一
三
―
一
二

同

瑞
穂
マ
イ
調
剤
薬
局

瑞
穂
市
馬
場
小
城
町
一
―
八
四

令
和

七
・
一
〇
・

五

岐
阜
県
告
示
第
四
百
九
十
二
号

生
活
保
護
法(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号)

第
五
十
条
の
二
及
び
中
国
残
留
邦
人
等
の
円

滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す

る
法
律(
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号)

第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生

活
保
護
法
第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
次
の
指
定
訪
問
看
護
事
業
者
等
か
ら
そ
の
所
在
地
を
変
更
し

た
旨
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
五
十
五
条
の
三
及
び
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並

び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
第
十
四
条
第
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四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法
第
五
十
五
条
の
三
の
規
定
に
よ
り
告
示
す

る
。

令
和
七
年
十
二
月
二
日

岐
阜
県
知
事

江

崎

禎

英

訪
問
看
護
事
業
者

等
の
名
称

訪
問
看
護
事
業
者
等

の
主
た
る
事
務
所
の

所
在
地

訪
問
看
護
ス
テ
ー

シ
ョ
ン
等
の
名
称

訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ

ン
等
の
所
在
地

変

更

年
月
日

株
式
会
社
セ
イ
ヨ

ウ
ト
レ
ー
デ
ィ
ン

グ

岐
阜
市
日
置
江
七
丁

目
七
番
地
一
〇

訪
問
看
護
ス
テ
ー

シ
ョ
ン
ま
ご
こ
ろ

新

安
八
郡
安
八
町

牧
字
一
番
割
一

二
七
―
三

旧

安
八
郡
輪
之
内

町
南
波
三
一
八

―
一

ム
ー
ン

テ
ラ
ス
片
山
Ｓ

館
二
〇
二
号
室

令
和�･�･�

岐
阜
県
告
示
第
四
百
九
十
三
号

生
活
保
護
法(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号)

第
五
十
一
条
第
一
項
及
び
中
国
残
留
邦
人
等

の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に

関
す
る
法
律(

平
成
六
年
法
律
第
三
十
号)

第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ

た
生
活
保
護
法
第
五
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
指
定
医
療
機
関
が
そ
の
指
定
を
辞
退
し
た
の

で
、
同
法
第
五
十
五
条
の
三
及
び
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中

国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例

に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法
第
五
十
五
条
の
三
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
七
年
十
二
月
二
日

岐
阜
県
知
事

江

崎

禎

英

名

称

所

在

地

指
定
辞
退
年
月
日

大

丸

薬

局

美
濃
加
茂
市
加
茂
野
町
木
野
四
六
八
―

二
八

令
和

七
・

九
・
三
〇

有
限
会
社

石
丸
薬
局

郡
上
市
八
幡
町
島
谷
七
四
五

同

岐
阜
県
告
示
第
四
百
九
十
四
号

生
活
保
護
法(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号)

第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
及
び
中
国
残
留
邦

人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支

援
に
関
す
る
法
律(

平
成
六
年
法
律
第
三
十
号)

第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と

さ
れ
た
生
活
保
護
法
第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
介
護
扶
助
又
は
介
護
支
援
給
付
の
た
め

の
居
宅
介
護
等
を
担
当
さ
せ
る
機
関
と
し
て
次
の
居
宅
介
護
事
業
者
等
を
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
五

十
五
条
の
三
及
び
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等

及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と

さ
れ
た
生
活
保
護
法
第
五
十
五
条
の
三
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
七
年
十
二
月
二
日

岐
阜
県
知
事

江

崎

禎

英

令和７年12月２日 岐 阜 県 公 報 第 642 号( 505 )

居
宅
介
護
事
業
者
等
の
名
称

居
宅
介
護
事
業
者
等
の
主

た
る
事
務
所
の
所
在
地

サ
ー
ビ
ス

の
種
類

居
宅
介
護
事
業
所
等
の
名
称

居
宅
介
護
事
業
所
等
の
所

在
地

指

定

年

月

日

株
式
会
社
キ
マ
タ
薬
局

瑞
浪
市
上
平
町
四
丁
目
九

番
地
の
二

居
宅
療
養

管
理
指
導

キ

マ

タ

薬

局

瑞
浪
市
上
平
町
四
丁
目
九

番
地
の
二

令
和

七
・

四
・

一

同

同

介
護
予
防

居
宅
療
養

管
理
指
導

同

同

同



岐
阜
県
告
示
第
四
百
九
十
五
号

生
活
保
護
法(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号)

第
五
十
四
条
の
二
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す

る
同
法
第
五
十
条
の
二
及
び
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残

留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律(

平
成
六
年
法
律
第
三
十
号)

第
十
四
条

第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法
第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
次
の
指

岐
阜
県
告
示
第
四
百
九
十
六
号

道
路
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
道
路
の
区
域
を

次
の
よ
う
に
変
更
し
た
の
で
告
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
七
年
十
二
月
二
日
か
ら
二
週
間
岐
阜
県
県
土
整
備
部
道
路
維
持
課

及
び
岐
阜
県
大
垣
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
七
年
十
二
月
二
日

岐
阜
県
知
事

江

崎

禎

英

定
介
護
機
関
か
ら
そ
の
名
称
等
を
変
更
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
五
十
五
条
の
三
及
び
中

国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の

自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法

第
五
十
五
条
の
三
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
七
年
十
二
月
二
日

岐
阜
県
知
事

江

崎

禎

英

第 642 号 岐 阜 県 公 報 令和７年12月２日 ( 506 )

道
路
の
種
類

路
線
名

区

間

区
域
変
更
前
後
別

敷
地
の
幅

員(

メ
ー
ト

ル)

延

長

(

メ
ー
ト

ル)

備

考

県
道

牧

田

室

原
線

大
垣
市
上
石
津
町
牧
田
字
山

村
三
九
五
八
番
三
地
先
か
ら

同

市
同

町
乙
坂
字
新

開
三
五
八
番
一
地
先
ま
で

大
垣
市
上
石
津
町
牧
田
字
山

村
三
九
五
八
番
五
地
先
か
ら

同

市
同

町
乙
坂
字
新

開
三
五
八
番
六
地
先
ま
で

大
垣
市
上
石
津
町
牧
田
字
山

村
三
九
五
八
番
三
地
先
か
ら

同

市
同

町
乙
坂
字
新

開
三
五
八
番
一
地
先
ま
で

Ａ
後

Ｂ
前
Ａ�･�〜��･� �･�〜��･� �･�〜��･����･� ���･� ���･�

Ａ
、
Ｂ

は
関
係

す
る
図

面
に
表

示
す
る

敷
地
の

区
分
を

い
う
。

居
宅
介
護
事
業
者
等
の
名
称

居
宅
介
護
事
業
者
等
の
主

た
る
事
務
所
の
所
在
地

サ
ー
ビ
ス

の
種
類

居
宅
介
護
事
業
所
等
の
名
称

居
宅
介
護
事
業
所
等
の
所

在
地

変

更

年

月

日

株
式
会
社
セ
イ
ヨ
ウ
ト
レ
ー
デ

ィ
ン
グ

岐
阜
市
日
置
江
七
―
七
―

一
〇

訪
問
看
護

訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
ま
ご

こ
ろ

新

安
八
郡
安
八
町
牧
字

一
番
割
一
二
七
―
三

旧

安
八
郡
輪
之
内
町
南

波
三
一
八
―
一

ム

ー
ン
テ
ラ
ス
片
山
Ｓ

館
二
〇
二
号
室

令
和

七
・

九
・

一

同

同

介
護
予
防

訪
問
看
護

同

同同

同



岐
阜
県
告
示
第
四
百
九
十
七
号

土
砂
災
害
警
戒
区
域
の
指
定(

平
成
二
十
四
年
岐
阜
県
告
示
第
六
百
七
号)

の
う
ち
次
の
区
域
の
指

定
を
解
除
す
る
の
で
、
土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律

(

平
成
十
二
年
法
律
第
五
十
七
号)

第
七
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り

告
示
す
る
。

令
和
七
年
十
二
月
二
日

岐
阜
県
知
事

江

崎

禎

英

(
｢

次
の
図｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
岐
阜
県
県
土
整
備
部
砂
防
課
、
岐
阜
県
恵
那
土
木
事
務

所
及
び
恵
那
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

岐
阜
県
告
示
第
四
百
九
十
八
号

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律(
平
成
十
二
年
法
律

第
五
十
七
号)

第
九
条
第
八
項
の
規
定
に
よ
り
、
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
の
指
定(
平
成
二
十
四
年

岐
阜
県
告
示
第
六
百
八
号)

の
う
ち
、
次
の
区
域
の
指
定
を
解
除
す
る
の
で
、
同
条
第
九
項
に
お
い
て

準
用
す
る
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
七
年
十
二
月
二
日

岐
阜
県
知
事

江

崎

禎

英

(
｢

次
の
図｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
岐
阜
県
県
土
整
備
部
砂
防
課
、
岐
阜
県
恵
那
土
木
事
務

所
及
び
恵
那
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

岐
阜
県
告
示
第
四
百
九
十
九
号

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律(

平
成
十
二
年
法
律

第
五
十
七
号)

第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
土
砂
災
害
警
戒
区
域
を
次
の
と
お
り
指
定
す
る
の
で
、

同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
七
年
十
二
月
二
日

岐
阜
県
知
事

江

崎

禎

英

(
｢

次
の
図｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
岐
阜
県
県
土
整
備
部
砂
防
課
、
岐
阜
県
恵
那
土
木
事
務

所
及
び
恵
那
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

岐
阜
県
告
示
第
五
百
号

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律(

平
成
十
二
年
法
律

第
五
十
七
号)

第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
を
次
の
と
お
り
指
定
す
る

の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
七
年
十
二
月
二
日

岐
阜
県
知
事

江

崎

禎

英
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八
重
洞

区

域

の

名

称

八
重
洞

区

域

の

名

称

恵
那
市
山
岡
町
下
手
向

区

域

の

所

在

地

恵
那
市
山
岡
町
下
手
向

区

域

の

所

在

地

次
の
図
の
と
お
り

区
域
の
表
示
及

び
建
築
物
に
作

用
す
る
と
想
定

さ
れ
る
衝
撃
に

関
す
る
事
項

次
の
図
の
と
お
り

区
域
の
表
示

急
傾
斜
地
の
崩
壊

土
砂
災
害
の
発
生

原
因
と
な
る
自
然

現
象
の
種
類

急
傾
斜
地
の
崩
壊

土
砂
災
害
の
発
生

原
因
と
な
る
自
然

現
象
の
種
類

八
重
洞

区

域

の

名

称

八
重
洞

区

域

の

名

称

恵
那
市
山
岡
町
下
手
向

区

域

の

所

在

地

恵
那
市
山
岡
町
下
手
向

区

域

の

所

在

地

次
の
図
の
と
お
り

区
域
の
表
示
及

び
建
築
物
に
作

用
す
る
と
想
定

さ
れ
る
衝
撃
に

関
す
る
事
項

次
の
図
の
と
お
り

区
域
の
表
示

急
傾
斜
地
の
崩
壊

土
砂
災
害
の
発
生

原
因
と
な
る
自
然

現
象
の
種
類

急
傾
斜
地
の
崩
壊

土
砂
災
害
の
発
生

原
因
と
な
る
自
然

現
象
の
種
類



(
｢

次
の
図｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
岐
阜
県
県
土
整
備
部
砂
防
課
、
岐
阜
県
恵
那
土
木
事
務

所
及
び
恵
那
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

岐
阜
県
告
示
第
五
百
一
号

都
市
計
画
法(

昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号)

第
五
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
高
山
都
市
計

画
道
路
事
業
の
認
可
を
し
た
の
で
、
同
法
第
六
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
告
示
す

る
。

令
和
七
年
十
二
月
二
日

岐
阜
県
知
事

江

崎

禎

英

一

施
行
者
の
名
称

高
山
市

二

都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称

高
山
都
市
計
画
道
路
事
業

三
・
四
・
十
四
号

西
之
一
色
花
岡
線

三

事
業
施
行
期
間

令
和
七
年
十
二
月
二
日
か
ら

令
和
十
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

四

事
業
地

収
用
の
部
分

高
山
市
昭
和
町
一
丁
目
地
内

使
用
の
部
分

な
し

岐
阜
県
告
示
第
五
百
二
号

身
体
障
害
者
福
祉
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
八
十
三
号)

第
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
医

師
と
し
て
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
岐
阜
県
身
体
障
害
者
福
祉
法
施
行
細
則(

平
成
五
年
岐
阜
県

規
則
第
九
十
号)

第
五
条
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
七
年
十
二
月
二
日

岐
阜
県
知
事

江

崎

禎

英

担
当
科
目

医
師
氏
名

勤

務

場

所

指
定
年
月
日

耳
鼻
咽
喉
科

森
岡

優

森
岡
耳
鼻
咽
喉
科

可
児
市
菅
刈
八
三
九
―
五

西
可
児
メ
デ
ィ
カ
ル
セ
ン

タ
ー
二
階

令
和�･��･��

眼

科

加
藤

亜
紀

社
会
医
療
法
人
厚

生
会
中
部
国
際
医

療
セ
ン
タ
ー

美
濃
加
茂
市
健
康
の
ま
ち

一
丁
目
一
番
地

同

小

児

科

桑
原

秀
次

同

同

同

腎
臓
内
科

坂
口
賢
太
郎

日
本
赤
十
字
社
高

山
赤
十
字
病
院

高
山
市
天
満
町
三
丁
目
一

一
番
地

同

外

科

長
谷
川
裕
高

公
立
学
校
共
済
組

合
東
海
中
央
病
院

各
務
原
市
蘇
原
東
島
町
四

丁
目
六
番
地
二

同

循
環
器
内
科

大
橋

渉

同

同

同

耳
鼻
咽
喉
科

石
原

宏
政

岐
阜
県
厚
生
農
業

協
同
組
合
連
合
会

岐
阜
・
西
濃
医
療

セ
ン
タ
ー
西
美
濃

厚
生
病
院

養
老
郡
養
老
町
押
越
九
八

六

同

眼

科

小
坂

拓
也

社
会
医
療
法
人
厚

生
会
多
治
見
市
民

病
院

多
治
見
市
前
畑
町
三
丁
目

四
三
番
地

同

耳
鼻
咽
喉
科

浜
端

遼
生

土
井
耳
鼻
咽
喉
科

関
分
院

関
市
西
福
野
町
二
丁
目
一

五
―
七

同

循
環
器
内
科

林

美
紗
代

医
療
法
人
清
風
会

林
ク
リ
ニ
ッ
ク

美
濃
加
茂
市
前
平
町
一
丁

目
一
〇
〇
番
地
の
一

同

腎
臓
内
科

大
竹

宏
輝

お
お
た
け
内
科
ク

リ
ニ
ッ
ク

瑞
浪
市
上
平
町
四
丁
目
四

同

公

示

○
県
営
土
地
改
良
事
業
計
画
の
決
定

土
地
改
良
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
。
以
下｢

法｣

と
い
う
。)

第
八
十
七
条
第
一
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項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
県
営
土
地
改
良
事
業
計
画
を
定
め
た
の
で
、
同
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
公

示
し
、
当
該
土
地
改
良
事
業
計
画
書
の
写
し
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

な
お
、
こ
の
土
地
改
良
事
業
計
画
に
つ
い
て
は
、
縦
覧
期
間
満
了
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
十
五

日
以
内
に
岐
阜
県
知
事
に
対
し
て
審
査
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

ま
た
、
右
記
の
審
査
請
求
の
ほ
か
、
こ
の
土
地
改
良
事
業
計
画
が
定
め
ら
れ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の

翌
日
か
ら
起
算
し
て
六
か
月
以
内
に
、
岐
阜
県
を
被
告
と
し
て(

訴
訟
に
お
い
て
岐
阜
県
を
代
表
す
る

者
は
岐
阜
県
知
事
と
な
る
。)
、
土
地
改
良
事
業
計
画
の
取
消
し
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

令
和
七
年
十
二
月
二
日

岐
阜
県
知
事

江

崎

禎

英

一

縦
覧
に
供
す
る
土
地
改
良
事
業
計
画
の
事
業
名
及
び
地
区
名

事
業
名

県
営
中
山
間
地
域
総
合
整
備
事
業

地
区
名

揖
斐
川
北
西
部
地
区

二

縦
覧
場
所

岐
阜
県
公
式
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト(

農
地
整
備
課)

三

縦
覧
期
間

令
和
七
年
十
二
月
二
日
か
ら

令
和
七
年
十
二
月
二
十
二
日
ま
で

○
県
営
土
地
改
良
事
業
計
画
の
変
更

土
地
改
良
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
。
以
下｢

法｣

と
い
う
。)

第
八
十
八
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
県
営
土
地
改
良
事
業
計
画
を
変
更
し
た
の
で
、
同
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用

す
る
法
第
八
十
七
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
し
、
当
該
変
更
後
の
土
地
改
良
事
業
計
画
書
の
写
し

を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

な
お
、
こ
の
土
地
改
良
事
業
計
画
の
変
更
に
つ
い
て
は
、
縦
覧
期
間
満
了
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し

て
十
五
日
以
内
に
岐
阜
県
知
事
に
対
し
て
審
査
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

ま
た
、
右
記
の
審
査
請
求
の
ほ
か
、
こ
の
土
地
改
良
事
業
計
画
が
変
更
さ
れ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の

翌
日
か
ら
起
算
し
て
六
か
月
以
内
に
、
岐
阜
県
を
被
告
と
し
て(

訴
訟
に
お
い
て
岐
阜
県
を
代
表
す
る

者
は
岐
阜
県
知
事
と
な
る
。)

、
土
地
改
良
事
業
計
画
の
変
更
の
取
消
し
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で

き
る
。

令
和
七
年
十
二
月
二
日

岐
阜
県
知
事

江

崎

禎

英

一

縦
覧
に
供
す
る
土
地
改
良
事
業
計
画
の
事
業
名
及
び
地
区
名

事
業
名

県
営
か
ん
が
い
排
水
事
業(

保
全
合
理
化
型)

地
区
名

中
江
東
地
区

二

縦
覧
場
所

岐
阜
県
公
式
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト(

農
地
整
備
課)

三

縦
覧
期
間

令
和
七
年
十
二
月
二
日
か
ら

令
和
七
年
十
二
月
二
十
二
日
ま
で

○
土
地
改
良
区
役
員
の
退
任
及
び
就
任

土
地
改
良
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
十
八
条
第
十
八
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
土
地
改
良
区
の
役
員
が
退
任
及
び
就
任
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
十
九
項
の
規

定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
七
年
十
二
月
二
日

岐
阜
県
知
事

江

崎

禎

英

退
任
し
た
役
員

土

地

改
良
区
名

退

任

年
月
日

役
名

氏

名

住

所

旧
十
三
ヶ

村
土
地
改

良
区

令
和�･��･��
理
事

野

崎

實

養
老
郡
養
老
町
下
笠

一
八
〇
六
番
地

同

陸

田

敏

弘

同

養
老
町
大
跡

一
五
三
番
地

同

大

倉

正�
同

養
老
町
鷲
巣

一
二
八
九
番
地
二

同

水

谷

英

重

同

養
老
町
小
倉

一
六
八
番
地

同

木

村

茂

同

養
老
町
小
倉

一
八
一
番
地

同

藤

田

正

巳

同

養
老
町
小
倉

七
三
番
地

同

川

瀬

尚

忠

海
津
市
南
濃
町
志
津

一
七
〇
〇
番
地

令和７年12月２日 岐 阜 県 公 報 第 642 号( 509 )



同

大

橋

是

之

同

南
濃
町
徳
田

二
九
二
番
地

同�
木

義

光

同

南
濃
町
庭
田

一
三
五
番
地

同

伊

藤

秋

弘

同

南
濃
町
駒
野

八
六
六
番
地
二

同

加

藤

清

美

同

南
濃
町
上
野
河
戸

九
一
九
番
地

同�
野

保

養
老
郡
養
老
町�
段

七
三
五
番
地

監
事

諸
喜
田

茂

光

同

養
老
町
下
笠
一
八
六
六
番
地
一
四

同

田

中

敬

一

同

養
老
町
鷲
巣

九
八
九
番
地
一

同

安

部

浩

司

同

養
老
町
小
倉

一
五
〇
番
地

同

中

嶋�
雄

海
津
市
南
濃
町
奥
条

二
三
〇
番
地
二

同

伊

藤

浩

同

南
濃
町
羽
沢

三
四
六
番
地
一

同

伊

藤

正

男

養
老
郡
養
老
町
瑞
穂

七
七
五
番
地

就
任
し
た
役
員

土

地

改
良
区
名

就

任

年
月
日

役
名

氏

名

住

所

旧
十
三
ヶ

村
土
地
改

良
区

令
和�･��･��
理
事

田

中

義

彦

養
老
郡
養
老
町
下
笠

二
〇
四
七
番
地

同

西

脇

武

敏

同

養
老
町
大
跡

一
一
八
番
地

同

大

倉

正�
同

養
老
町
鷲
巣

一
二
八
九
番
地
二

同

古

市

省

三

同

養
老
町
小
倉

一
九
七
番
地

同

木

村

茂

同

養
老
町
小
倉

一
八
一
番
地

同

藤

田

正

巳

同

養
老
町
小
倉

七
三
番
地

同

丹

羽

隆

海
津
市
南
濃
町
津
屋

二
四
四
〇
番
地
三

同

栗

田

欽

弘

同

南
濃
町
庭
田

二
八
九
番
地
一

同�
木

義

光

同

南
濃
町
庭
田

一
三
五
番
地

同

伊

藤

一

成

同

南
濃
町
駒
野

一
二
二
番
地

同

加

藤

清

美

同

南
濃
町
上
野
河
戸

九
一
九
番
地

同

横

山

貞

光

養
老
郡
養
老
町�
段

八
〇
七
番
地

同

木

村

三
希
子

同

養
老
町
小
倉

二
〇
八
番
地

監
事

諸
喜
田

茂

光

同

養
老
町
下
笠
一
八
六
六
番
地
一
四

同

佐

藤

義

勝

同

養
老
町
大
跡

一
一
二
番
地

同

日

比

重

喜

同

養
老
町
小
倉

一
三
五
番
地
五

同

小

川

真

治

海
津
市
南
濃
町
奥
条

三
六
一
番
地
二

同

伊

藤

克

彦

同

南
濃
町
羽
沢

一
九
一
番
地
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